
令和５年度 桜町３・４丁目及び周辺地区 地区計画の提案書案に関する説明会

①まちづくりの経緯

②地区の現況とまちづくりの必要性

③～⑥まちづくりの取り組み状況

平成15年度からスタートした、桜町３・４丁目及
び周辺地区（以降、当地区）のまちづくりの経緯
をご紹介します。

なぜ当地区において、安全・安心な
まちづくりが必要なのかをご紹介します。

これまで、地域の皆さまと進めてきた、当地区に
おけるまちづくりの成果をご紹介します。



平成
29年度

○まちづくり懇談会の実施（全3回）
（地区の課題、必要な取り組み等の検討）

平成
30年度

〇アンケート調査の実施

○まちづくり勉強会の実施（全3回）
（地区の道路ネットワークの検討）

令和
元年度

○まちづくり協議会の実施（第1回～第3回）
（整備計画の検討、まちづくりルールの検討）

○整備路線沿道のヒアリング調査

令和
２年度

〇アンケート調査の実施

○まちづくり協議会の実施（第4回～第8回）

○整備路線沿道のヒアリング調査

令和
３年度

○まちづくり協議会の実施（第9回～第13回）
（整備計画のとりまとめ、まちづくりルールの検討）

○整備路線沿道のヒアリング調査

令和
４年度

○住宅市街地総合整備事業（密集市街地整備型）

の導入（事業期間：令和4年度～令和13年度）

○まちづくり協議会の実施（第14回～第17回）
（まちづくりルールの検討）

○整備路線沿道のヒアリング調査

〇アンケート調査の実施

令和
５年度

○まちづくり協議会の実施（第18回～第20回）
（まちづくりルールの検討、提案書案の取りまとめ）

○整備路線沿道のヒアリング調査

年度 主なまちづくりの取り組み

平成
15年度

〇国により、桜町３丁目が、「地震時等において

大規模な火災の可能性があり今後10年間で

重点的に改善すべき密集市街地」に指定される

○住宅市街地総合整備事業（拠点開発型）の導入

（事業期間：平成15年度～令和3年度）

平成
16年度

○旧東鳩ヶ谷団地の建替えが完了
（現コンフォール東鳩ヶ谷が建設）

平成
24年度

○外周道路の整備完了 ※アクセス道路は未整備

平成
25年度

○UR団地北側外周道路部の地中に
雨水貯留管を整備完了

○桜町地区まちづくり推進調査等（～平成28年度）

平成
27年度

○アンケート調査の実施

平成
28年度

○まちづくりの報告会の開催（※地区住民を対象）
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▼住宅市街地総合整備事業

（拠点開発型）の区域

「道路ネットワーク(検討案)」

を作成 ⇒パネル -④ 参照

まちづくりルールについて

のパネルでご紹介します２

アクセス道路の整備

＜事業計画＞

旧東鳩ヶ谷団地の建替え

外周道路の整備

◀東鳩ヶ谷団地

の建替え

▶外周道路

の整備

居住環境や今後の
まちづくりについて

①まちづくりの経緯

まちづくり懇談会案
について

整備計画(素案)、まちづくり
ルールの必要性について

まちづくりルールの
内容について

「まちづくり懇談会案」を作成

⇒パネル -③ 参照１

１

令和４年４月より、

「住宅市街地総合整備事業

（密集住宅市街地整備型）」

【通称：密集事業】を開始

⇒パネル -⑤･⑥ 参照１

〇報告会

〇報告会

〇報告会

１

（予定）



■ なぜ、安全・安心なまちづくりが必要なのか？

火災延焼 建物倒壊 緊急車両が入れない 避難ができない 豪雨による冠水

〇平成15年度、国により、桜町３丁目が「地震時等において大規模な火災の可能性があり、今後10年間で

重点的に改善すべき密集市街地」に指定されました。

〇以降、当地区においては、災害時の危険性の解消・防災性の向上のため、「緑豊かで住民が集え、安

全・安心に暮らし続けられるまち」を地区の目標に掲げ、まちづくりを進めています。

②地区の現況とまちづくりの必要性

密集市街地とは・・・

① 住宅の密集度が高く、

② 延焼危険性があり、

③ 避難・消火等の困難性のある

市街地とされています。

木造の老朽家屋が密集しており、狭い道路が多く、

地震時等における建物倒壊による道路閉そくの可能性があり、

災害時に緊急車両が入れない、安全な避難路が確保できない

などの課題があります。

当地区においては・・・

「安全・安心なまちづくり」これらの課題を解決するための…

地区に必要な
取り組みの検討

地区の問題点、それを改善
するための取り組み・アイ
デア、さらに、まちづくり
の目標をとりまとめました。

道路ネットワーク
の検討

緊急車両の進入や延焼の防
止のための道路ネットワー

クを検討しました。

道路・公園・建物
の整備方針の検討

当地区における道路・公園・建
物の整備方針をとりまとめ、整
備計画を国に提出し、『密集事

業』を開始しました。

『密集事業』による、道路や公園等の公共施設の長期的な整備だけではなく…

まちづくりルール（地区計画）の検討

・当地区の低層住宅を中心とした静かな住環境を維持
・建替えを促進することによる地区の防災性の向上

これらを目指して、建物を建替える際のルールとなる

『まちづくりルール』の検討を進めてきました。

２



まちづくりニュースNo.6より抜粋

③桜町地区まちづくり懇談会案 ⇒平成29年度に開催したまちづくり懇談会では、「地区の問題点」を共有し、問題点を「改善

するための取り組み・アイデア」、さらに「まちづくりの目標」をとりまとめました。
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④道路ネットワーク（検討案） ⇒平成30年度に開催したまちづくり勉強会では、「桜町地区まちづくり懇談会案」の取り組み

のうち、道路ネットワークの整備の方向性を取りまとめました。

既存の６ｍ以上の道路

骨格となる道路

勉強会で挙がった路線

市街地の安全性を
確保する
道路ネットワーク
の配置の目安
（半径100ｍ程度）

D

B

A

C

F

E

４

３

２

１

上記道路を補完し、平常時の安全性・快適性
を向上させる道路 幅員４ｍ程度

災害時の安全性を確保するための整備(拡幅)
予定道路（緊急車両の進入や延焼の抑止） 幅員６ｍ以上

既存の６ｍ以上の道路

4

火災が延焼する恐れのある範囲



建
物
の
整
備
方
針

⑤整備計画の概要 ⇒令和元年度より開催しているまちづくり協議会において、まちづくり懇談会やまちづくり勉強会での

検討成果を整備計画としてとりまとめ、令和４年４月より、密集事業を開始しました。

■ まちづくりの目標

「緑豊かで住民が集え、安全・安心に暮らし続けられるまち」

〇災害時に、消防車や救急車が進入でき、円滑に消防活動できる道路の整備を行う。

〇災害時に、火災の延焼を防ぐための道路の整備を行う。

〇道路整備後も、歩行者が安心して通行できるよう、交通安全対策を検討する。

〇道路整備後も、整備路線の沿道の方の住環境が守られるような対策を検討する。

〇道路の整備とあわせ、水害対策に寄与する道路施設の整備を検討する。

〇地域の防災拠点として、既存公園の整備を図る。（耐震性貯水槽の設置等）

〇既存公園には、地域住民の防災拠点として活用できるよう、防災資器材倉庫や、かまど
ベンチ、マンホールトイレなど、災害時に活用できる設備の設置を検討する。

〇空き地や空き家等を活用し、新たな公園・防災広場の整備を図る。

〇防災広場には、耐震性貯水槽や防災資器材等を設置し、地域住民が自ら消火活動を行え
る防災拠点とする。

〇公園の拡張や新設とともに、地盤整備や水害対策を検討する。

【住宅】 〇老朽木造住宅の建替えを促進する。

〇道路の拡幅に伴い、沿道の不燃建物への建替えを促進する。

〇コンサルタント等の専門家派遣により、地区内の接道不良住宅を解消する。

〇コンサルタント等の専門家派遣により、建築敷地の拡大を促進する。

【その他建物】 〇災害時に、周辺住民や自治会による消火活動や避難ができるよう、
コミュニティ施設など、防災機能の強化を図る。

かまどベンチ

マンホールトイレ

不燃建物への
建替えの促進

〇密集事業は、密集市街地における、火災の延焼被害の防止や、

災害時における住宅地内部への緊急車両の進入性を高め、また、

主要な避難路を確保することを目的とした事業です。

〇道路、公園、建物等の整備方針を取りまとめた「整備計画」を

基に事業を進め、国からの支援を受けて、道路や公園などの公

共施設の整備を、川口市が行っていきます。

■ 道路、公園、建物等の整備方針

道
路
の
整
備
方
針

（
６
ｍ
整
備
路
線
）

公
園
の
整
備
方
針

目指すまちのイメージ

〇道路整備に関する今後の流れ（予定）

令和４年度～ ～令和１３年度

密

集

事

業

開

始

個
々
の
土
地
の

道
路
予
定
地
面
積
を
確
定

道

路

用

地

を

取

得

道

路

整

備

川口
市

地域
住民

沿道権利者への
ヒアリング調査

測量調査 拡

幅

線

の

決

定

（関係機関との調整）

補償調査

補償内容の説明・
用地取得のご相談

路線ごとに
説明会を開催

（関係機関との調整）

拡幅方針について
ご説明し、建替えの
意向をご確認します

路線ごとの拡幅線に
ついてご説明します

密集事業の事業期間は１０年間ですが、
整備の進捗に応じて期間の延長も検討します

5

・散歩が楽しいまち

・人にやさしいまち

・安全・安心で住みやすい、安全だから
心がやさしくなれるまち

・いざというとき、何をすればいいか誰も
が知っているまち

・高齢者にとって安全なまち

・水害に強いまち

・緑と桜があるまち

・緑の豊かさを生かしたまち

・楽しい集まりがしやすい場所があるまち

・世代間の交流が生き生きと出来るまち

・住民の理解、協力があるまち

・一人ひとりの顔の見える、ひとりぼっち
がいなくなるまち

歩きやすい
まちづくり

緑豊かな
まちづくり

住民同士が交流
し協力し合える
まちづくり

安全で安心な
まちづくり



整備地区面積：29.6ha

⑥整備地区計画図
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令和５年度 桜町３・４丁目及び周辺地区 地区計画の提案書案に関する説明会

①まちづくりルールとは

②～③アンケート調査の結果

④地区計画策定までの流れ（予定）

まちづくりルールとは何か、また、
これまでの協議会での検討経緯について
ご紹介します。

地区の皆さまへのアンケート調査の結果をご紹介し
ます。
令和２年度は「ルールの必要性」、令和４年度は
「ルールの具体的な内容」についてお聞きしました。

まちづくりルール（地区計画）を
策定するまでの流れをご説明します。

ルールの具体的な内容は

本日の説明会で詳しくご説明します



～ まちづくりルールとは ～

〇ここでの『まちづくりルール』とは、都市計画における

「地区計画」「用途地域」「準防火地域」の三つの項目

に関連する制限を指します。

〇道路や公園等の整備だけではなく、既存建物の建替えが

進み、地区内の建物の不燃化が進まなければ、地区の防

災性は向上されません。

〇静かな住環境を維持しつつ、建替えを促進するための

『まちづくりルール』の検討を進めてきました。

▼まちづくりルールの例

7

①まちづくりルールとは

生垣を
中心に

落ち着いた
色彩とする

建物を不燃仕様に

隣棟間隔を
確保する

敷地の細分化
を防ぐ

高さの制限を
維持する

斜線制限を維持し
日照を確保する

『まちづくりルール』は、新たに建物を建築する際

や、増改築を行う際に守っていただく制限であり、

既存の建物に適用させる必要はありません。

～ まちづくりルールの検討経緯 ～

令和２年度 令和３年度 令和４年度

「
当
地
区
が
目
指
す
理
想
の
住
宅
地
」

に
つ
い
て
意
見
交
換

「
ま
ち
づ
く
り
ル
ー
ル
」
の
項
目(

案)

各
ル
ー
ル
に
関
す
る
意
見
交
換

提
案
書
案
の
と
り
ま
と
め

第４回 第５回

建物の大きさ･高さ

建物の種類

建物の外観

建物の隣棟間隔

敷地の大きさ

危険なブロック塀

建物の構造

～ まちづくりルールの対象範囲 ～

【防災】

〇火災の延焼防止として、

・隣家との境界を防火外壁にした方がよい

・隣の家との間を一定距離確保した方がよい

〇一定の高さを超えるブロック塀をなくした方がよい

【住環境】

〇高い塀を低くして生垣とした方がよい

〇緑が植わっているのはよい

〇今ある戸建て住宅地の静かな環境を守りたい

〇建売業者による敷地の細分化を防いだ方がよい

【街並み】

〇まちづくりのイメージが定まっている街並みはよい

〇空が見える、２階程度の低層の住宅地が理想

〇緑や自然が感じられる住宅地が理想

・各ルールの対象範囲は、用途地域の区分にあわせて、以下のＡ～Ｄ
の４つの地区に分かれます。

～ 当地区が目指す理想の住宅地～

・令和３年１月に実施したアンケートの結果や協議会での意見交換を
踏まえ、当地区が目指す理想の住宅地を以下のように整理しました。

・まちづくりルールの導入により、これらの理想像の実現を目指します。

「
ま
ち
づ
く
り
ル
ー
ル
」
の
協
議
会
案

令和５年度（今年度）

『まちづくりに関するアンケート調査』（パネル② 参照）
⇒「ルールの必要性」について伺いました。

第8回 第10回 第11回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回第17回 第18回 第19回 第20回

『まちづくりに関するアンケート調査』（パネル③ 参照）
⇒「ルールの具体的な内容」について伺いました。

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●



②令和２年度アンケート調査の結果概要１

8

地区の課題
敷地が小さいと、十分な床面積が確保できないため、建替えによる住宅地の更新が

進まない。

ルール案
(令和2年度
アンケート

調査時)

〇【おもに低層住宅地】建替えを促進

し、敷地が小さくても床面積を確

保しやすくするために、建替え

ルールを定めます。

〇【おもに低層住宅地】より大きな建物が

建てられるようになっても、現状の低

層住宅地を維持するため、建物の高さ

のルールを新たに定めます。

アンケート
調査の結果

【集計結果】

有効回答数268

(無回答/無効回答を

除いた総数)

「
建
物
の
大
き
さ
・
高
さ
」
の
ル
ー
ル

アンケート
調査の結果

「
建
物
の
種
類
」
の
ル
ー
ル

地区の課題 現状の静かな住環境を、将来的に守っていくことが必要である。

ルール案

〇【区域全域】現状の静かな住環境を維持

するため、住宅地にふさわしくない用

途の建物が建つことを防ぐルールを維

持します。

作業場や
コンビニ
等の立地

を防ぐ

【集計結果】

有効回答数269

〇実施期間 令和３年１月（回答期間は２週間程度 〇配布総数 1,964通

〇対象者 地区内居住者および土地･建物の権利者 （回答数292通、回収率14.9%)

実 施
概 要

「整備計画(素案)」
「まちづくりルール
の必要性」について
伺いました！

アンケート
調査の結果

「
建
物
の
構
造
」
の
ル
ー
ル

地区の課題 木造老朽住宅が密集しており、火災が延焼する危険性がある。

ルール案

〇【区域全域】燃えにくいまちを形成

するため、建物の外壁や屋根など

を燃えにくい構造にするルールを

新たに定めます。

【集計結果】

有効回答数272

防火戸、
防火壁、
網入り

ガラス
等とする

■必要性を感じる ■必要だが、懸念がある

■必要性を感じない ■無回答/無効回答

凡

例
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アンケート
調査の結果

「
建
物
の
隣
棟
間
隔
」
の
ル
ー
ル

地区の課題
敷地いっぱいに建物が建てられることで、災害時の避難や延焼の抑制、

日照のための空間が確保されない。

ルール案
(令和2年度
アンケート

調査時)

〇【区域全域】災害時の避難空間や火災の延焼

を防ぐ空間を確保するため、隣家との間に一

定の空間を確保するルールを新たに定めます。

【集計結果】

有効回答数272

(無回答/無効回答を

除いた総数)

アンケート
調査の結果

「
敷
地
の
大
き
さ
」
の
ル
ー
ル

【集計結果】

有効回答数270

地区の課題
ミニ開発により大きな敷地が細分化され、ゆとりのない敷地が増えていく

可能性がある。

ルール案
〇【区域全域】敷地の細分化を防ぎ、ゆとりあ

る住環境を形成するため、敷地面積の最低限

度に関するルールを新たに定めます。

アンケート
調査の結果

「
建
物
の
外
観
」
の
ル
ー
ル

【集計結果】

有効回答数269

地区の課題
静かで落ち着いた住宅地の中に、周辺のまちなみになじまないような、

派手な建物が建つ可能性がある。

ルール案
〇【区域全域】周辺環境に配慮した落ち着きのある

住宅街を形成するため、建物の外観について、

周囲との調和を促すルールを新たに定めます。

アンケート
調査の結果

「
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
」
の
ル
ー
ル

地区の課題
背の高いブロック塀が災害時に倒壊し、人的被害や、避難路をふさいでしまう

可能性がある。

ルール案
〇【区域全域】安全な道路空間を形成するため、

背の高いブロック塀を制限し、安全なフェンス

や生け垣にしていくルールを新たに定めます。

【集計結果】

有効回答数270

■必要性を感じる ■必要だが、懸念がある

■必要性を感じない ■無回答/無効回答

凡

例



協議会案
(令和4年度

アンケート
調査時)
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ルールの目的 低層の建物を中心とした現状の住環境を維持しながら、建替えを促進する。

〇（A・B地区のみ対象）現状の容積率
100％から120％まで緩和します。

〇 現状の⾼さの制限を維持します。

アンケート
調査の結果

【集計結果】

有効回答数175

(無回答/無効回答を
除いた総数)

「
建
物
の
大
き
さ
・
高
さ
」
の
ル
ー
ル

アンケート
調査の結果

「
建
物
の
種
類
」
の

ル
ー
ル

ルールの目的 住宅を中心とした現状の静かな住環境を守る。

協議会案
〇 現状の用途地域による制限を

維持します。

〇実施期間 令和５年１月１０日～２月１２日 〇配布総数 2,178通

〇対象者 地区内居住者および土地･建物の権利者 （回答数177通、回収率8.1%)

実 施
概 要

「まちづくり
ルールの具体的
な内容」につい
て伺いました！

アンケート
調査の結果

「
建
物
の
外
観
」
の

ル
ー
ル

ルールの目的
建物の外観について周囲との調和を促し、

周辺環境に配慮した落ち着きのある住宅街を形成する。

協議会案 〇 建築物等は、刺激的な⾊彩及び装飾を避け、周辺環境

に配慮したものとします。

【集計結果】

有効回答数175

例：敷地面積100㎡の場合

B地区、C地区、D地区及びE地区の一

部では、コンビニやカフェ等を建てる

ことが出来ます。

ルールの内容について、９名の方からご意見をいただきました。

アンケート
調査の結果

「
敷
地
の
大
き
さ
」
の

ル
ー
ル

【集計結果】

有効回答数174

ルールの目的 これ以上の敷地の細分化を防ぐことで、住宅地のゆとりを確保する。

協議会案
〇 建築物の敷地面積の最低

限度は１００㎡とします。

■協議会案の通りで良い

■協議会案の内容で気になる点がある

■無回答/無効回答

凡

例
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アンケート
調査の結果

「
建
物
の
隣
棟
間
隔
」
の
ル
ー
ル

ルールの目的
○災害時の延焼を抑制する。○風通しが良く、日照を得るための空間を創出する。

○プライバシーを確保し、防犯性を向上させる。

協議会案
(令和4年度
アンケート

調査時)

〇 建築物の外壁⼜はこれに代わる柱の⾯から隣

地境界線までの距離は0.6m以上とします。

【集計結果】

有効回答数174
(無回答/無効回答を

除いた総数)

アンケート
調査の結果

「
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
」
の

ル
ー
ル

【集計結果】

有効回答数173

ルールの目的 災害時に背の高いブロック塀の倒壊による人的被害や、避難路の閉塞を防ぐ。

協議会案

〇 道路に面する側にかき又はさくを設ける場合は、
防犯・防災や交通安全、景観に配慮した構造と
し、次のいずれかに該当するものとします。
（ただし、門柱・門扉等を除く）

アンケート
調査の結果

「
建
物
の
構
造
」
の

ル
ー
ル

ルールの目的
建築物の不燃化を促進し、火災の危険を低減させるとともに、延焼火災からの
安全確保を図る。

協議会案
〇 準防火地域に指定します。（準防火地域に指定

されると、建物の規模や階数に応じて、一定の

耐火性能や防火性能が義務付けられます。

【集計結果】

有効回答数171

木造２階の戸建て住宅

延焼の恐れがある一定
の範囲には、開口部
（玄関や窓）等に防火
戸などの防火措置が新
たに必要となります。

（１）生垣
（２）フェンス、鉄柵等、透視可能なものでつくられたもので、かつ、

敷地地盤面からの高さは1.5ｍ以下。（基礎の高さは0.6ｍ以下）

アンケート
調査の結果

【集計結果】

有効回答数146

※奥行きが1ｍ以内または高さが1.4m以下のものは、
『建築物』に該当しません。

【参考にお聞き
しました】

〇 『建築物』に該当する「物
置・自動車車庫 等」が住
宅等に附属する場合も、
制限の対象とすべきか。

■協議会案の通りで良い

■協議会案の内容で気になる点がある

■無回答/無効回答

凡

例
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原
案
説
明
会

原
案
の
公
告
・
縦
覧

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
共
有

ル
ー
ル
内
容
の
検
討

提
案
書
案
の
説
明
会

案
の
公
告
・
縦
覧

川
口
市
都
市
計
画
審
議
会

地
区
計
画
の
都
市
計
画
決
定

『
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
』
の
実
施

〇まちづくり協議会では、まちづくりルールを『地区計画の提案書』としてとりまとめます。

〇川口市では、提案書の提出を受けて、地区計画の策定に向け、都市計画法に基づいた手続きを進めていきます。

協議会

地
区
計
画
の
提
案
書
を

市
へ
提
出

川口市が都市計画法に基づいて行う手続き

提
案
書
を
受
け
、
市
が

地
区
計
画
原
案
を
作
成検討の状況は、随時、

まちづくりニュース
でお知らせします！

～ 地区計画パンフレットについて ～

〇川口市では、地区計画の内容を分かりやすく

説明するパンフレットを作成しています。

〇住民の皆さまや事業者に向けて、地区計画の

内容に対する理解を深めていただくため、当

地区においても、各ルールの考え方や制限の

例示などを解説するものを

作成する予定です。

～ 提案書について ～

〇まちづくりルールについて

これまで検討してきた成果を、

『地区計画の提案書』として、

協議会から川口市に提出します。

芝富士地区
の例

芝富士地区の例

令和４年度 令和５年度

令和６年度以降

令和６年度

本日

参
加

意
見
書
の

提
出

意
見
書
の

提
出

地
区
住
民
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